
【資料 ２－１】 

原町区自治振興基金処分に関する資料 

事 業 名   海資源活用促進事業        （所管課所 観光交流課） 

事 業 概 要 

○事業の対象者 

  市民 

○事業内容 

  本市の地域資源である海を活用した交流人口の拡大を図るため、

その資源の利活用策や安全対策等を協議・検討するとともに、海岸

等情報を市内外に発信する。 

 ◆サーフツーリズム推進委員会の開催  ２回 

 ◆北泉海水浴場の整備・運営 

   ・ライフセーバーによる海水浴場の安全管理（海開き期間中） 

 ◆ライブカメラによる海岸情報のネット配信 

   ・アクセス件数：5,000件／月 

○事業実施により得られる効果 

 ①交流人口の拡充（目標人数：延べ４万人）・②シビックプライド
*1の醸成・③サーフツーリズム※2の推進・④風評払拭 

        
シビックプラド※1 ：市民の「海」を通じた郷土愛 

サーフツーリズム※2：サーフィンを通じた地域振興及び交流人口の拡大 

○事業実施期間 

  平成３０年度 ～ 

〇市復興総合計画 

  ９観光交流 ㉗通年観光の推進【地域資源を生かした魅力発信】 

事

業

実

施

状

況 

平成 29年度 

（前々年度） 

○事業費       千円 

○実施内容 

 

平成 30年度 

（前年度） 

○事業費  ２，２７７千円 

○実施内容 

 ・サーフツーリズム推進委員会の開催 

 ・ライブカメラの設置及び情報の発信（北泉海水浴場） 

今年度以降  

の 事 業 費 

 

※上段は基金充当

対 象 事 業 費 

令和元年度（今年度）   令和 2年度   年度 

0千円 7,331千円 7,331千円 

14,512千円 17,331千円 17,331千円 



【資料 ２－１】 

基 金 条 例 

第 ６ 条 の 

該 当 項 目 

☑ １ 自治区内の特色あるまちづくりの推進について特に必要と認める事

業 

□ ２ 文化及びスポーツの振興について特に必要と認める事業 

□ ３ 緑化の推進及び緑の保全について特に必要と認める事業 

 

 

処 分 基 準 

 

※これら全てを 

満たすものが対 

象となります 

☑ １ 基金を処分する自治区、自治区の住民、企業及び組織または、自治

区内の地域資源（住民等を除く）を対象として実施する事業である。 

☑ ２ 営利を目的としない公益的な事業である。 

☑ ３ 受益者が一定の者に限定されていない事業である。 

☑ ４ 事業を実施することで、当該自治区の発展が期待できる。 

□ ５ これまで他の助成等を受けていない事業である。 

☑  ※助成等の措置が終了又は受けることができなくなったが、事業を実

施しなかった場合に当該自治区の振興又は発展に影響が生じる事業で

ある。 

☑ ６ 市の復興総合計画等、市の各施策との整合性が確保されている事業

である。 

 

※事業の概要、予算等については、必要に応じ資料等を添付してください。 

 



【資料 ２－１】 

 

原町区自治振興基金処分に関する資料 

事 業 名  サーフツーリズム事業補助金     （所管課所 観光交流課） 

事 業 概 要 

○事業の対象者 

  市民 

○事業内容 

  原町区北泉海水浴場を拠点としたサーフィンを中心とする交流人

口の拡大と海水浴客の誘客増加を図るため、全国レベルのサーフィ

ン大会の誘致及び開催に加え、北泉海水浴場で実施される交流イベ

ントの開催に係る経費に対して補助金を交付する。 

 ◆事業主体 （令和元年度）海のまちづくり委員会 

       （令和 2 年度）   未定 

 ◆事業内容 

①全日本レベルのサーフィン大会（JPSA ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾛｻｰﾌｨﾝﾂｱｰﾛﾝ 

ｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ第 4 戦） 

②海開きに合わせた交流イベント 

・サーフィン体験教室 

・南相馬ビーチフェス in 北泉海岸 

○事業実施により得られる効果 

 ①交流人口の拡充（目標人数：延べ７千人）・②シビックプライド
*1の醸成・③サーフツーリズム※2 の推進・④風評払拭 

        
シビックプラド※1 ：市民の「海」を通じた郷土愛 

サーフツーリズム※2：サーフィンを通じた地域振興及び交流人口の拡大 

○事業実施期間 

  平成３０年度 ～ 

〇市復興総合計画 

  ９観光交流 ㉗通年観光の推進【地域資源を生かした魅力発信】 

事

業

実

施

状

況 

平成 29 年度 

（前々年度） 

○事業費       千円 

○実施内容 

 

平成 30 年度 

（前年度） 

○事業費       千円 

○実施内容 

 

今年度以降  

の 事 業 費 

 

※上段は基金充当

対 象 事 業 費 

令和元年度（今年度）   令和 2 年度   令和 3 年度 

0 千円 2,000 千円 2,000 千円 

2,000 千円 2,000 千円 2,000 千円 



【資料 ２－１】 

 

基 金 条 例 

第 ６ 条 の 

該 当 項 目 

☑ １ 自治区内の特色あるまちづくりの推進について特に必要と認める事

業 

□ ２ 文化及びスポーツの振興について特に必要と認める事業 

□ ３ 緑化の推進及び緑の保全について特に必要と認める事業 

 

 

処 分 基 準 

 

※これら全てを 

満たすものが対 

象となります 

☑ １ 基金を処分する自治区、自治区の住民、企業及び組織または、自治

区内の地域資源（住民等を除く）を対象として実施する事業である。 

☑ ２ 営利を目的としない公益的な事業である。 

☑ ３ 受益者が一定の者に限定されていない事業である。 

☑ ４ 事業を実施することで、当該自治区の発展が期待できる。 

□ ５ これまで他の助成等を受けていない事業である。 

☑  ※助成等の措置が終了又は受けることができなくなったが、事業を実

施しなかった場合に当該自治区の振興又は発展に影響が生じる事業で

ある。 

☑ ６ 市の復興総合計画等、市の各施策との整合性が確保されている事業

である。 

 

※事業の概要、予算等については、必要に応じ資料等を添付してください。 

 



自治振興基金の取り崩しについて 

 

 

観光交流課所管の原町区内で実施する事業への基金の取り崩しを行うことにつ

いて、各地域協議会において諮問、報告するもの。 

  

１ 基金取り崩し対象事業について 

 以下の 2事業について、南相馬市原町区自治振興基金条例第 6条第 1号第 1号に

定める事業として基金の取り崩し対象としたい。 

 

（１）海資源活用推進事業 

海資源を活用した交流人口の拡大を図るため、海資源の利活用策や安全対策な

どを協議・検討するとともに、海岸の状況・情報を市内外に発信する。 

 

（２）サーフツーリズム事業補助金 

  サーフィンを中心とした交流人口の拡大及び誘客増加を図るため、サーフィン

大会の招致及び交流イベントの開催に係る経費に対し、補助金を交付する。 

 

 詳細は、資料 2-1の 2・資料 2-1の 3 を参照。 

 

２ 対象事業の現状及び今後について 

令和元年 7月に 9年振りに北泉海水浴場を再開し、期間中 37,732人もの方々が

北泉海水浴場を訪れた。この海の安全を確保するため地元サーファーを中心とした

ライフセーバー隊を結成し、無事故で安全な海の管理を実施した。 

次年度も継続して、新規メンバーの育成を図るとともに、ライフセーバー隊の活

動を通じて本市の海の魅力を広く周知し、市民の海への関心を高める。さらに市内

各種団体等の連携により、より多くの方が海へ親しめるような仕組みづくりを講じ、

サーフィン大会の招致や交流イベントへの開催に関する補助金を通して、交流人口

の拡大を図る。 

 

３ 事業実施概要 

 資料 2-1の 4 を参照。 

 

４ 年度スケジュールについて 

 資料 2-1の 5 を参照。 

 

５ 事業実施期間 

 終了期間は定めない。 

 海水浴場については、毎年度継続して開催予定。（開催期間は海象状況や関係機

関と協議し、別途決定する。） 

 

６ 備考 

・本年度の北泉海水浴場の状況については、資料 2-1の 6（新聞記事）を参照。 

 

資料 2-1の 1 



【資料 2－1】 

原町区自治振興基金処分に係る検討資料 

事 業 名   海資源活用推進事業    （所管 観光交流課） 

事 業 概 要 

○事業の対象者 

  市民 

○事業内容 

海資源を活用した交流人口の拡大を図るため、海資源の利活用策

や安全対策などを協議・検討するとともに、海岸の状況・情報を市

内外に発信する。 

○事業実施により得られる効果 

①交流人口拡大・②シビックプライドの醸成・ 

③サーフツーリズムの推進・④風評払拭 

○事業実施期間 

  平成 30年度 ～ 事業終了期間は定めない 

事

業

実

施

状

況 

平成 29年度 

（前々年度） 

○事業費     －  千円 

○実施内容 

         － 

平成 30年度 

（前年度） 

○事業費     2,277   千円 

○実施内容 

 ・サーフツーリズム推進委員会の開催 

 ・ライブカメラの設置（北泉） 

今年度以降  

の 事 業 費 

 

※上 段 は  

対象事業費  

令和元年度（今年度）   令和 2年度   令和 3年度 

  － 千円 7,331千円 7,331千円 

14,512千円 17,331千円 17,331千円 

基 金 条 例 

第 ６ 条 の 

該 当 項 目 

☑ １ 自治区内の特色あるまちづくりの推進について特に必要と認める事

業 

□ ２ 文化及びスポーツの振興について特に必要と認める事業 

□ ３ 緑化の推進及び緑の保全について特に必要と認める事業 

処 分 基 準 

 

※これら全てを 

満たすものが対 

象となります 

☑ １ 基金を処分する自治区、自治区の住民、企業及び組織または、自治

区内の地域資源（住民等を除く）を対象として実施する事業である。 

☑ ２ 営利を目的としない公益的な事業である。 

☑ ３ 受益者が一定の者に限定されていない事業である。 

☑ ４ 事業を実施することで、当該自治区の発展が期待できる。 

□ ５ これまで他の助成等を受けていない事業である。 

☑  ※助成等の措置が終了又は受けることができなくなったが、事業を実

施しなかった場合に当該自治区の振興又は発展に影響が生じる事業で

ある。 

☑ ６ 市の復興総合計画等、市の各施策との整合性が確保されている事業

である。 

 

※事業の概要、予算等については、必要に応じ資料等を添付してください。 



【資料 2－1】 

原町区自治振興基金処分に係る検討資料 

事 業 名   サーフツーリズム事業補助金    （所管 観光交流課） 

事 業 概 要 

○事業の対象者 

  市民 

○事業内容 

サーフィンを中心とした交流人口の拡大及び誘客増加を図るた

め、サーフィン大会の招致及び交流イベントの開催に係る経費に対

し、補助金を交付する。 

○事業実施により得られる効果 

①交流人口拡大・②シビックプライドの醸成・ 

③サーフツーリズムの推進・④風評払拭 

○事業実施期間 

  令和元年度 ～ 事業終了期間は定めない 

事

業

実

施

状

況 

平成 29年度 

（前々年度） 

○事業費     －  千円 

○実施内容 

         － 

平成 30年度 

（前年度） 

○事業費     －   千円 

○実施内容 

         － 

今年度以降  

の 事 業 費 

 

※上 段 は  

対象事業費  

令和元年度（今年度）   令和 2年度   令和 3年度 

－ 千円 2,000千円 2,000千円 

2,000千円 2,000千円 2,000千円 

基 金 条 例 

第 ６ 条 の 

該 当 項 目 

☑ １ 自治区内の特色あるまちづくりの推進について特に必要と認める事

業 

□ ２ 文化及びスポーツの振興について特に必要と認める事業 

□ ３ 緑化の推進及び緑の保全について特に必要と認める事業 

処 分 基 準 

 

※これら全てを 

満たすものが対 

象となります 

☑ １ 基金を処分する自治区、自治区の住民、企業及び組織または、自治

区内の地域資源（住民等を除く）を対象として実施する事業である。 

☑ ２ 営利を目的としない公益的な事業である。 

☑ ３ 受益者が一定の者に限定されていない事業である。 

☑ ４ 事業を実施することで、当該自治区の発展が期待できる。 

□ ５ これまで他の助成等を受けていない事業である。 

☑  ※助成等の措置が終了又は受けることができなくなったが、事業を実

施しなかった場合に当該自治区の振興又は発展に影響が生じる事業で

ある。 

☑ ６ 市の復興総合計画等、市の各施策との整合性が確保されている事業

である。 

 

※事業の概要、予算等については、必要に応じ資料等を添付してください。 



自治振興基金の取り崩しについて 

 

 

観光交流課所管の原町区内で実施する事業への基金の取り崩しを行うことにつ

いて、各地域協議会において諮問、報告するもの。 

  

１ 基金取り崩し対象事業について 

 以下の 2事業について、南相馬市原町区自治振興基金条例第 6条第 1号第 1号に

定める事業として基金の取り崩し対象としたい。 

 

（１）海資源活用推進事業 

海資源を活用した交流人口の拡大を図るため、海資源の利活用策や安全対策な

どを協議・検討するとともに、海岸の状況・情報を市内外に発信する。 

 

（２）サーフツーリズム事業補助金 

  サーフィンを中心とした交流人口の拡大及び誘客増加を図るため、サーフィン

大会の招致及び交流イベントの開催に係る経費に対し、補助金を交付する。 

 

 詳細は、資料 2-1の 2・資料 2-1の 3 を参照。 

 

２ 対象事業の現状及び今後について 

令和元年 7月に 9年振りに北泉海水浴場を再開し、期間中 37,732人もの方々が

北泉海水浴場を訪れた。この海の安全を確保するため地元サーファーを中心とした

ライフセーバー隊を結成し、無事故で安全な海の管理を実施した。 

次年度も継続して、新規メンバーの育成を図るとともに、ライフセーバー隊の活

動を通じて本市の海の魅力を広く周知し、市民の海への関心を高める。さらに市内

各種団体等の連携により、より多くの方が海へ親しめるような仕組みづくりを講じ、

サーフィン大会の招致や交流イベントへの開催に関する補助金を通して、交流人口

の拡大を図る。 

 

３ 事業実施概要 

 資料 2-1の 4 を参照。 

 

４ 年度スケジュールについて 

 資料 2-1の 5 を参照。 

 

５ 事業実施期間 

 終了期間は定めない。 

 海水浴場については、毎年度継続して開催予定。（開催期間は海象状況や関係機

関と協議し、別途決定する。） 

 

６ 備考 

・本年度の北泉海水浴場の状況については、資料 2-1の 6（新聞記事）を参照。 

 

資料 2-1の 1 



 

○南相馬市原町区自治振興基金条例 

平成１８年１月１日 

条例第２２８号 

（設置） 

第１条 本市の一体性を保持しながらも、自治区内の住民主体による自治の確立と特色ある

まちづくりを推進するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第１項の

規定に基づき、南相馬市原町区自治振興基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内で市長が定めるものとする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管

しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入す

るものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を

定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。 

(1) 自治区内の特色あるまちづくりの推進について特に必要と認める事業 

(2) 文化及びスポーツの振興について特に必要と認める事業 

(3) 緑化の推進及び緑の保全について特に必要と認める事業 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成１８年１月１日から施行する。 

 

資料2-1の2 



自治振興基金取り崩し対象事業

事業 ①海資源活用推進事業 ②サーフツーリズム事業補助金

イメージ

事業概要

海資源を活用した交流人口の拡大を
図るため、海資源の利活用策や安全
対策などを協議・検討するとともに、
海岸の状況・情報を市内外に発信す
る。

サーフィンを中心とした交流人口の拡
大及び誘客増加を図るため、サーフィ
ン大会の招致及び開催に係る経費に
対し、補助金を交付する。

具体的活動（令
和元年度実績）

①北泉海水浴場の整備・運営（監視
業務など）
→37,732人来場（県内海水浴場で
トップの集客数）
②ライブカメラによる海岸情報の発信
→月平均5,000アクセス以上
③サーフツーリズム推進委員会の開
催
→2回開催（海水浴場の安全性など
を可確認）

①全日本レベルのサーフィン大会の
招致。
（JPSAジャパンプロサーフィンツアーロ
ングボード第4戦）
②海開きに合わせた交流イベントの
開催。（サーフィン体験や市民ステー
ジなど企画した南相馬ビーチフェスin
北泉海岸を開催）
→サーフィン大会及びイベントへ、
6,499人が来場

※令和元年度は市内のサーファー等
やNPOが主となった任意団体である
“海のまちづくり実行委員会”へ補助。

事業期間 定めない 同左

概算事業費
（令和2年度）

17,331千円 2,000千円

（内基金取り崩
し対象）

（7,331千円）※ （2,000千円）

条例の該当項
目（基金取り崩
しの該当条文）

第6条　第1項第1号
(1)　自治区内の特色あるまちづくりの
推進について特に必要と認める事業

同左

備考

※事業費のうち10,000千円は県補
助金を活用予定。（申請中）
※予算要求中であり、査定の結果減
額となる場合あり。
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海資源活用推進事業・サーフツーリズム事業補助金（案） 

令和元年7月に9年振りの海水浴場を再開し、期間中37,732人もの方々が本市の海を訪れた。この海の安
全を確保するため地元サーファーを中心としたライフセーバー隊を結成し、無事故で安全な海の管理を行う
ことができた。次年度も継続して、新規メンバーの育成を図るとともに、ライフセーバー隊の活動を通じて本市
の海の魅力を広く周知し、市民の海への関心を高める。さらに市内各種団体等の連携により、より多くの方が
海へ親しめるような仕組みづくりを講じ、またサーフィン大会の招致や交流イベントの開催に係る補助金により、
交流人口への拡大を図る。 
【参考｜H22年度海水浴場入込客数：84,805人 ・ R1年度 37,732人】 

 

現
状
及
び
目
的 

南相馬市の海資源、人的資
源を活用した地域振興策の
検討や協議・検討 

市サーフツーリズム推進委員会 

観
光
協
会 

市役所 

・委託 

（市内を中心とした各種団体） 

商
工
会
議
所 

商
店
連
合
会 

青
年
会
議
所 

旅
館
組
合 

サ
ー
フ
ィ
ン
団
体 

N
P
O

法
人 

体
育
協
会 

地
元
行
政
区 

福
島
大
学 

事業イメージ 

NPO法人（予定） 

地元サーファー等 

・海を活用した交流
イベントの開催 
・サーフィン大会等
の招致 
o 

・地元サーファーを活用した
安全管理（海水浴場監視） 
・海水浴場の情報発信、安
全啓発 
・新規ライフセーバー育成 

・サーフィン教室やライ
フセーバー体験など、
海に親しめる企画 
・水上車椅子などのバ
リアフリービーチの検討 

海の安全管理・PR 海の活用 海への関心の向上 

市民 

市外からの遊泳客 サーファー 

・参加 

・助言等 

①交流人口拡大（R2年度目標入込客数：40,000人）・②シビックプライドの醸成・③サーフツーリズムの推進※・④風評払拭 
     ※交流人口の拡大を目的に、サーフィンだけでなく他のマリンスポーツやレジャーを含め、海を活用した交流を総合的に考えていく取組みのこと。 

事業効果 

※NPO 
へ支出予定 

・参加 

・補
助
金 

・ライブカメラ
の設置 

・情
報
発
信 

【海資源活用推進事業】 

【サーフツーリズム
事業補助金】 

・開催 
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【年度計画】海資源活用推進事業・サーフツーリズム事業補助金

事業 項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備考

〇北泉海水浴場の整備・運営
（地元サーファーを活用したライフ
セーバー隊による安全管理）

海開き
7月下旬-8月
下旬

〇ライブカメラによる海岸情報の
発信

通年を通して
情報発信。

〇サーフツーリズム推進委員会の
開催
（海水浴場の安全性の確認、海を
活用したサーフツーリズムの検討）

年2回程度
（海水浴期間
前後）

〇サーフィン大会の招致
海開き期間中
に合わせた開
催を予定

〇海を活用した交流イベントの開
催
（サーフィン体験・ステージイベント
等）

〃

海資源
活用推
進事業

サーフ
ツーリズ
ム事業
補助金
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毎日新聞（7月18日朝刊） 



福島民報（7月21日朝刊） 



福島民報（7月21日朝刊）② 



福島民友（7月21日朝刊）① 



福島民友（7月21日朝刊）② 



読売（7月21日朝刊） 



毎日（7月21日朝刊） 



福島民報（8月20日朝刊） 



 

○南相馬市原町区自治振興基金条例 

平成１８年１月１日 

条例第２２８号 

（設置） 

第１条 本市の一体性を保持しながらも、自治区内の住民主体による自治の確立と特色ある

まちづくりを推進するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第１項の

規定に基づき、南相馬市原町区自治振興基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内で市長が定めるものとする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管

しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入す

るものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を

定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。 

(1) 自治区内の特色あるまちづくりの推進について特に必要と認める事業 

(2) 文化及びスポーツの振興について特に必要と認める事業 

(3) 緑化の推進及び緑の保全について特に必要と認める事業 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成１８年１月１日から施行する。 
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自治振興基金取り崩し対象事業

事業 ①海資源活用推進事業 ②サーフツーリズム事業補助金

イメージ

事業概要

海資源を活用した交流人口の拡大を
図るため、海資源の利活用策や安全
対策などを協議・検討するとともに、
海岸の状況・情報を市内外に発信す
る。

サーフィンを中心とした交流人口の拡
大及び誘客増加を図るため、サーフィ
ン大会の招致及び開催に係る経費に
対し、補助金を交付する。

具体的活動（令
和元年度実績）

①北泉海水浴場の整備・運営（監視
業務など）
→37,732人来場（県内海水浴場で
トップの集客数）
②ライブカメラによる海岸情報の発信
→月平均5,000アクセス以上
③サーフツーリズム推進委員会の開
催
→2回開催（海水浴場の安全性など
を可確認）

①全日本レベルのサーフィン大会の
招致。
（JPSAジャパンプロサーフィンツアーロ
ングボード第4戦）
②海開きに合わせた交流イベントの
開催。（サーフィン体験や市民ステー
ジなど企画した南相馬ビーチフェスin
北泉海岸を開催）
→サーフィン大会及びイベントへ、
6,499人が来場

※令和元年度は市内のサーファー等
やNPOが主となった任意団体である
“海のまちづくり実行委員会”へ補助。

事業期間 定めない 同左

概算事業費
（令和2年度）

17,331千円 2,000千円

（内基金取り崩
し対象）

（7,331千円）※ （2,000千円）

条例の該当項
目（基金取り崩
しの該当条文）

第6条　第1項第1号
(1)　自治区内の特色あるまちづくりの
推進について特に必要と認める事業

同左

備考

※事業費のうち10,000千円は県補
助金を活用予定。（申請中）
※予算要求中であり、査定の結果減
額となる場合あり。
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海資源活用推進事業・サーフツーリズム事業補助金（案） 

令和元年7月に9年振りの海水浴場を再開し、期間中37,732人もの方々が本市の海を訪れた。この海の安
全を確保するため地元サーファーを中心としたライフセーバー隊を結成し、無事故で安全な海の管理を行う
ことができた。次年度も継続して、新規メンバーの育成を図るとともに、ライフセーバー隊の活動を通じて本市
の海の魅力を広く周知し、市民の海への関心を高める。さらに市内各種団体等の連携により、より多くの方が
海へ親しめるような仕組みづくりを講じ、またサーフィン大会の招致や交流イベントの開催に係る補助金により、
交流人口への拡大を図る。 
【参考｜H22年度海水浴場入込客数：84,805人 ・ R1年度 37,732人】 
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南相馬市の海資源、人的資
源を活用した地域振興策の
検討や協議・検討 

市サーフツーリズム推進委員会 

観
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事業イメージ 

NPO法人（予定） 

地元サーファー等 

・海を活用した交流
イベントの開催 
・サーフィン大会等
の招致 
o 

・地元サーファーを活用した
安全管理（海水浴場監視） 
・海水浴場の情報発信、安
全啓発 
・新規ライフセーバー育成 

・サーフィン教室やライ
フセーバー体験など、
海に親しめる企画 
・水上車椅子などのバ
リアフリービーチの検討 

海の安全管理・PR 海の活用 海への関心の向上 

市民 

市外からの遊泳客 サーファー 

・参加 

・助言等 

①交流人口拡大（R2年度目標入込客数：40,000人）・②シビックプライドの醸成・③サーフツーリズムの推進※・④風評払拭 
     ※交流人口の拡大を目的に、サーフィンだけでなく他のマリンスポーツやレジャーを含め、海を活用した交流を総合的に考えていく取組みのこと。 

事業効果 

※NPO 
へ支出予定 

・参加 

・補
助
金 

・ライブカメラ
の設置 

・情
報
発
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【海資源活用推進事業】 

【サーフツーリズム
事業補助金】 
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【年度計画】海資源活用推進事業・サーフツーリズム事業補助金

事業 項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備考

〇北泉海水浴場の整備・運営
（地元サーファーを活用したライフ
セーバー隊による安全管理）

海開き
7月下旬-8月
下旬

〇ライブカメラによる海岸情報の
発信

通年を通して
情報発信。

〇サーフツーリズム推進委員会の
開催
（海水浴場の安全性の確認、海を
活用したサーフツーリズムの検討）

年2回程度
（海水浴期間
前後）

〇サーフィン大会の招致
海開き期間中
に合わせた開
催を予定

〇海を活用した交流イベントの開
催
（サーフィン体験・ステージイベント
等）

〃

海資源
活用推
進事業

サーフ
ツーリズ
ム事業
補助金

資料2-1の5 



海開き関係新聞記事 

資料2-1の6 



毎日新聞（7月18日朝刊） 



福島民報（7月21日朝刊） 



福島民報（7月21日朝刊）② 



福島民友（7月21日朝刊）① 



福島民友（7月21日朝刊）② 



読売（7月21日朝刊） 



毎日（7月21日朝刊） 



福島民報（8月20日朝刊） 


